
(4)一部免除に係る状況

○ 平成 21年度における、保険料の一部を免除された納付対象月数は 666.0万月となつて

おり、前年度に比べ 33.9万月減少している。また納付月数は 235.8万 月となつており、

前年度とほぼ同じ月数となつている。

○ この結果、一部免除された保険料に係る納付率は 35.4%と なつており、前年度に比ベ

1.7ポイン ト上昇している。

二善心轟裏各1事 3/4免 1除1対
1象

|‐  ■||   ‐| |

半額免除対‐象 1/4免除対‐象

平1成‐1118‐年度

納付対象月数 762 266 413 83

納‐付月数 243 87 143
つ
０

納付率 (%) 32 33 35
＾
υ

平‐成‐■01年度

納付対象月数 739 つ
０

α
υ

つ
０ 263 112

納付月数 248 135 92 22

納
‐
付率 (%) 34 ７

′
つ
０ 35

ｎ
υ

平成 2101年度

納付‐対
‐象月数

■|| ||    | ‐

700 〓
υ

Ｅ
υ

う
０ 238 ハ

υ

納 付1月 数 236 135 80 ０
こ

納付率 (0/o) 34 38 33 20

平1成 2111年度

納1付
‐
対象月

‐
数 666 344 222 100

納付1月 数 236 138 76 つ
０

０
乙

納付率 (%) 35 40 34 22

(注 )各年度の数値はt現年度分である。

表7 -部免除の納付対象月数及び納付月数

-7-

46

(単位 :万 月 )



(1)被保険者属性別の納付率の変化

平成 21年度の納付率 (現年度分)と 前年度の納付率 (現年度分)の変化を被保険者属性

別にみると、次のとおり。

○ 納付対象月数が全体の約 7割 (約 1億 2千万月)を 占める「この 2年間引き続き納付

対象となっている者」については、21年度は 62.2%と 、前年度に比べて 0.5ポイン ト

の低下となつている。

○  「20年度全額免除だつた者のうち 21年度に納付対象者であつたもの」については、

全体と比べて納付率は低い傾向にある。

○ 新規資格取得者についてみると、「 3号から 1号になつた者」以外の納付率は低い傾

向にある。

図 6 被保険者属性別の納付対象月等の変化の状況

平成 20年度の状況 平成 21年度の状況

注 1 20晟 にヨ1達 した者について、手帳送付者の納付率が216%(納 付対象月 170万 月 )、 それ以外の者の納付率は

773%(納 付対象月 100万 月)と なっている。

注 2 「その他」には、 2号 か ら 1号 になつた者で届出の提出がないため職権適用を行 つた者等が含まれている。
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1号 資格

喪失者

(納 付率 655%)

20年 度 中に60歳 に到達 し

資格喪失 した者

納付率 799%
(納 付対象月 440万 月 )

２
０
年
度

の
み

納
付
対
象

月
が
あ
る
者

その他の資格喪失 した者

(20年 度中に 2号 に移行 した者等 )

納付率 607%
(納 付対象月 1320万 月 )

20年 度は納付対象
月があり、21年 度
は全額免除の者
(納 付率 228%)

21年 度末は申請全額免除者

納付率 237%
(納 付対象月 170万 月 )

その他 (21年 度末学生納付特例者等 )

納付率 221%
(納 付対象月 210万 月 )

両年度 とも

納付対象月

が ある者

(納付率 626%)

この 2年 間引き続 き納付対象 と

なつている者

(継続被保険者層 )

納付率 626%
(納 付対象月 1億 2.490万 月 )

⇒
両年度とも

納付対象月
がある者

(納付率 622%)

この 2年間引き続 き納付対象 と

な つている者

(継 続被保険者層 )

納付率 622%
(納 付対象月 1億 2.420万 月 )

1年度中に60歳 にヨl達 した者

納付率 793%
(納 付対象月 780万 月 )

21年 度中に60歳 に到達 した者

納付率 807%
(納 付対象月 430万 月 )

その他 (こ の 2年間に 1回 以上

資格妻失、再取得 した者等 )

納付率 566%
(納 付対象月 2110万 月 )

その他 (こ の 2年 間に 1回 以上

資格喪失、再取得 した者等 )

納付率 583%
(納 付対象月 2300万 月 )

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

く

―

―

―

ｌ

ｋ

２

１
年

度

の

み

納

付

対

象

月

が

あ

る

者

20年度全額免除だつた
者のうち21年 度に納付
対象者であつたもの

(納 付率 284%)

20年 度末は申請全額免除者

納付率 202%
(納 付対象月 230万 月 )

その他 (20年 度学生納付特例者等 )

納付率 347%
(納 付対象月 300万 月 )

新規資格取得者

(納 付率 499%)

20歳 に到達 した者 (注 1)
納付率 430%

(納 付対象月 270万 月)

2号 か ら 1号になつた者

納付率 590%
(納 付対象月 780万 月 )

3号 から1号になった者
納付率 748%

(納 付対象月 240万 月)

そ の 他 (注 2)
納 付 率  176%

`績
什 樹 象 日 340芳 日ヽ



(2)納付率の変化の影響度

平成 21年度の納付率 (現年度分)を前年度からの変化

みると、次のとおりとなつている。

0 20年度のみ納付対象月がある者による影響

○ 両年度とも納付対象月がある者による影響

0 21年度のみ納付対象月がある者による影響

(2.1 ポイント低下)

・  0.5ポイ

“ △0.4ポイ
ロ △2.2ポイ

の影響度で

ン ト

ン ト

ン ト

表 8 納付率変化の属性別影響度

注 1:掲載の数値は四捨五入のため、内訳の合計が総数に合わない場合がある。

注 2:「その他」には、 2号から1号 となつた者で届出の提出がないため職権適用を行つた者等が含まれている。
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影‐響度|

紹 数 △ 2.1

1210年 度のみ

納1付対象月が
|あ|る 者| |■

2‐ 10年度中11●資1格―を―喪‐失|した1者 △ 0.4

0.5

2‐0年度中‐に 610歳
=!達

‐ △ 0.5

の他‐210年度中喪失 0.1

20‐ 年度は納付対象月があ―り●|12‐111年度は■‐除
―
の1者 0.9

申請免除者 0.4

生納付1特1例1者 0.5

IIII:|

21年 1間

=|き
1続 き対1象 月|あ り|‐ |■ ■■■‐■■|||‐ ■‐■

.I △ 0.3

△ 0.421■年度‐中610歳至!達‐ △ 0.3

そ―の他|(この121年 1間111資
‐
格1喪‐失|1取 1得|を 行‐|う|た者等) 02

il]桑:「

20年度|は1免1除‐者で121■年度‐に納1付1対1象 1月がある.者 △ 1.0

△ 2.2

申請‐免‐除1者 △ 0.6

△ 0.5

新‐規1資格1取得1者‐ △ 11

2101歳 到達 △ 0.3

2号
‐
から,11号

‐となう|た
.者 △ 0.1

3号から|■号|とな|●|た1者 |

0.2

そ―の他|(注12う △ 0.9



Ⅲ 地域別の納付状況

(1)納付率等が高い都道府県・低い都道府県

○ 平成 21年度分保険料の納付状況を都道府県別にみると、

島根、新潟、福井。反対に低かつた下位 3都府県は、沖縄、

納付率が高かつた上位 3県は、

大阪、東京となつている。

表9 納付率が高い都道府県

表 10 納付率が低い都道府県

表 11 市区町村の規模別納付率の変化
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平成21年 度分 (現年度分 )

1 対前年度増減幅

過年度の納付率及び伸び

平成20年 度分 (前年度分)

1 対前年度伸び幅

平成19年度分 〈前々年度分 )

1 対前年度伸び幅

1 島根県  (724%) 神奈川県 (△ 06%) 島根県  (78.5%) 沖縄県  (+40%) 島根県  (816%) 東京都  (+2.6%)

2 新潟県  (720%) 長崎県  (△ 11%) 新潟県  (773%) 宮城県  (+38%) 新潟県  (803%) 神奈川県 (+25%)

3 福井県  (712%) 千葉県  (△ 13%) 秋田県  (768%) 北海道  (+38%) 秋田県  (803%) 大阪府  (+22%)

平成21年度分 (現年度分 )

l 対前年度増減幅

過年度の納付率及び伸び

平成20年 度分 (前年度分 )

1 対前年度伸び幅

平成19年度分 (前 々年度分)

1 対前年度伸び幅

1 沖縄 県  =_( 38 411) 大分県  (△ 50%) 沖縄県  (442%) 高知県  (+06%) 沖縄県  (488%) 高知県  (+01%)

大阪府  (507%) 福島県  (△ 44%) 大阪府  (557%) 岐阜県  (+17%) 大阪府  (598%) 山梨県  (+11%)

東京都  (564%) 鳥取県  (△ 4.4%) 長崎県  (607%) 和歌山県 (+18%) 長崎県  (643%) 岐阜県  (+11%)

(2)市区町村規模別の納付状況

○ 平成 21年度分保険料の納付状況を市区町村の規模別にみると、納付率は町村部が最も

高 く、政令指定都市及び特別区部で低い傾向が見られる。

○ 市区町村の規模別に納付率の前年度末からの変化をみると、政令指定都市で 1.6ポイン

ト、特別区部で 1.3ポイン ト、その他の市部で 2.2ポイン ト、町村部で 2.3ポイン ト低下

している。

平成20年度
(現 年度分 )

平成21年 度

(現 年度分 )

平成20年度か ら
21年度の変化

納付対象

月数

(万 月 )

納付月数

(万 月 )

納付率

(%)

納付対象

月数

(万 月 )

納付月数

(万 月 )

納付率

(%)

対象月数

の変化率

(%)

納付月数

の変化率

(%)

納付率

の差

(ポ イン
トヽ

政 令指定都市 3,412 1,981 58 0 3,470 1,960 56.5 △ 1.0 △ 1.6

東 京 23 区 1,514 860 56.8 1,506
り
０ 55.5 △ 0.5 △ 2.9 △ 1.3

そ の 他 の 市 10,733 63 1 10,610 6,460 60.9 △ 1.2 △ 4.6 △ 22

町 村 1,863 1,261 67.7 1,722 1.126 65.4 △ 7.6 △ 10.7 △ 2.3

全 国 合 計 17,522 10,873 62.1 17,308 10, 381 60.0 △ 1_2 △ 4.5 △ 2.1



(3)各都道府県の納付状況

○ 平成 21年度分 (現年度分)保険料の納付状況を都道府県別にみると、納付率は全ての

都道府県で低下している。

○ 平成 21年度分保険料の納付率の低下幅が大きかつた下位 3県は、大分、福島、鳥取と

なつている。

表 12 各都道府県別の納付状況

都道府県

平1成21年度分
(現 1年1度分)|

過1年度の納付率及‐び伸び

平成20年度分
|(前1年度1分

'|

平成10年 1度
1分

(前々年度分 )

1嵯Ъ戸■ 段:骨無1晰 申1摯 |‐鷹 摯彎11● |‐ 111霧TI 摯|11,‐融テぢT
全 国 7.308 △ 1 2 10 381 △ 45 60 0 Zゝ  2 65 0 68 6 9
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(参考 1)都道府県別の納付率の変化

注  「全国値への影響度」は、当該都道府県の納付率の上昇 (低下)が、全国の納付率の上昇 (低下)に どの程度影

響 したかを示したものである。
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は 上 )

都道府県

平 成 20年 産 (現年 度分 ) 平 成 21年 鷹 (現年 庁 分 ) 平 f20年 きか おの 方

対象月数
(万月)

納付月数
(万 月 )

納付率

(%)|1籠
持

対象月数

(万月)

納付月数

(万月 )

納付率

(%)1順
位

納付率

対前年度差

(%) 1順位

全国値への

影響度

(%)  1順 位

全 国 17.522 10,873 62 1 17,308 60 0 △ 2 △ 2.07
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岩 手 県
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175

336

140
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蜃
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ゝ
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富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

123

143
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279
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70

87

199

73.0

73 2

74 0
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71 3

7

6
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7

6
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8
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8
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朧
15
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幽
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県

県

県

県

県
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岡

知

重

賀

岐

静

愛

三

滋
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69 1
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9
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17

18
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330
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69 0

63 5
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9
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△ 24
△ 24
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大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県
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349
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694
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219

650

424

124
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62 8

52 8

612
65 9

71 3

31

46

34

23

11

336

1,209

684

185

139

207

613

403

117

95

61 5

50 7

59 0

63 5

68 6

29

46

34

23

11

△ 1 3

△ 21
△ 22
△ 23
△ 27

熙
15

18

20

28

20

46

42

17

11

県

県

県

県

県

取

根

山

島

口

鳥

島

岡

広

山

68

74
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342
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48
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225
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70 2
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64 4
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61 6
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△ 0 02

△ 0.01

△ 0 03

△ 0 03

△ 0 03
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63
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10
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19
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燿
9
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宮 崎 県
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257
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74

114
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83
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66 9

57 5
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68 2
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45
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59 3
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△ 30
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36
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9
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(参考 2)都道府県別全額免除割合の変化

全額 1免 除 1害1合‐

平 :成201年度 l① 平 1成21年度 l② 差 |(②■ ① )

全 国  |

26.5 27.4 0.9

菫
一・一・県
一保
一県
一嗅

呻一議一暑晶一・・由

33.1
33.2
30.0
27.1
30.8

34.9
34.1
29.2
28.3
31.4

９

０

８

２

５

１

１

０

１

０

△

県
一県
一県

県
一県

一形
一島
一城
一木
一馬

山
一福
一茨
一栃
一群

25.7
29.2
22.7
24.1
23.5

27.1
29.2
23.4
23.5
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４

１

７

６

５

１

０

０

０

０

△

1墳‐|=|1暴■
|千 1葉 1県 |

1霧覇 |1贅|

■長|1野 1県 11

20.0
19.9
19.3
19.7
26.3

21.2
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21.3
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２

０

９

６

８

１

１

０

１

０

24.1
26.4
25.7
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23.7

24.2
27.1
26.4
26.7
25.0

１

７

７

２

３

０

０

０

０

１

△

県
一県
一県
・県

一県

阜
一岡
一知
・重
一賀

・岐
一静
一愛
〓
〓
滋

21.6
20.2
20.7
23.7
27.2

22.7
21.3
21.9
24.7
28:1

１

２

２

９

９

１

１

１

０

０

府
府
一県
一県
一県

＝一一一一一一一帥

一昼
一一・大
一三
一・一本Ｔ
和

32.9
30.0
31.0
31.4
33.8
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31.5
32.2
31.9
33.8

０

５

２

５

０

０

１

１

０

０

△

　

　

　

　

　

△

県
一県

県
一県
一県

一一‐‐‐‐根‐‐‐‐一一〓一一

鳥
一島
一岡
一広
一山

34.3
31.7
30.3
28.6
32.6
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32.1
30.2
30.2
32.8

０

４

１

６

２

０

０

０

１

０

△
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・川
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一

一
・・一一
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●
一一
一
一　

一
ヾ
　

・．一

徳
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一愛
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一福
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29.7
35.3
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37.2

３

６

８

４

３

１

０

１

０

０

．県
一県
一県
一県
一県

賀
一崎
一本
一分
一崎

一佐
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熊
一大
一
宮

32.0
32.2
30.6
38.0
34.5
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31.4
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７

５

８

４

５

０

１

０

０

０

△

事1早早暴
,中■F君1県

９

０

６

３

３

４

37.8
44.4

09
1 4

年 度 末 現 在 、 %
C参考)●■1部1免1除割 1合

平 1成201年1度 平成 21年1度

2.6 2.4
４

９

７

７

６

３

５

６

３

６

７

２

１

３

３

３

５

５

３

５

６

３

７

９

８

４

５

１

２

２

７

０

６

２

３

３

４

１

２

２

1.3
1.2
1.2
1.1

3.5

４

２

２

２

０

１

１

１

１

３

１

１

６

１

７

２

３

３

４

２

７

６

９

７

７

１

２

２

２

２

３

６

６

１

３

２

１

１

２

２

５

９

７

８

１

２

１

１

１

２

８

５

８

４

０

２

２

２

２

４

2.3
2.6
2.8
2.1
3.0

８

４

７

７

４

４

４

２

２

４

７

４

４

５

６

３

３

２

２

３

８

７

０

３

３

２

２

３

３

３

６

４

３

７

１

２

２

３

２

３

７

１

１

１

５

４

４

４

６

６

３

７

４

６

５

４

３

３

４

５

4.9
4.1

4.0
3.7

法定免除者数+申請全額免除者数十学生納付特例者数十若年納付猶 予者数
注 1 全額免除割合 (%)=

注 2 -部 免除割合 (%)=

第 1号被保険者数 (任意加入被保険者数を

申請3/4免除者数+申請半額免除者数+申 請1/4免除者数

第 1号被保険者数 (任意加入被保険者数を除く)
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除く)

x100

x100




